
第 16 回対策本部会議 議事録

１ 開催日時 令和３年２月 12 日（金） 午後４時 00 分～午後４時 20 分

２ 開催場所 浦安市役所 災害対策本部室

３ 出 席 者

本部長：市長

副本部長：両副市長

本部員：教育長、総務部長、危機管理監、企画部長、財務部長、市民経済部長、

福祉部長、健康こども部長、環境部長、都市政策部長、都市整備部長、

会計管理者、消防長、教育総務部長、生涯学習部長、監査委員事務局長、議会

事務局長

（事務局）

健康こども部、総務部

４ 議 題

（１）状況報告

（２）新型コロナウイルスワクチン接種体制等について

（３）その他

５ 議題の概要

（１）市内の感染者の状況及び新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正

等の状況報告を行った。

（２）新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンターの設置と、

集団接種会場課題抽出訓練の実施を決定した。

（３）新型コロナ健康相談ダイヤルの設置と、お花見宴会の自粛を促す啓発

の実施を決定した。



６ 会議経過

（１）状況報告

本部員：２月 12 日の市内新規感染者数は１人である。７日間での 10 万人あた

りの感染者数は 5.3 人であり、ステージⅢの目安となる 15 人を下回っ

ている。周辺市等の７日間での 10 万人あたりの感染者数は 25 人前後

となっている。

本部員：新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正により、「まん延防止等重

点措置」が創設され、休業等の要請に応じない場合の過料などが規定さ

れた。緊急事態宣言の解除後に、状況に応じてまん延防止等重点措置と

なる区域が出てくることが想定される。

本部員：政府分科会による緊急事態宣言解除後の感染再拡大防止戦略の骨子

(案)では、１年の節目における人々の行動によって感染が急速に拡大

するため、歓送迎会やお花見などの宴会を控えることや、全ての世代

に引き続き感染防止策の徹底をお願いすることが、対策として示され

た。

本部長：緊急事態宣言の解除後に、浦安市がまん延防止等重点措置の区域に指

定されることも視野に入れながら、公共施設の再開方法について検討

すること。

（２）新型コロナワクチン接種体制等について

本部員：市民からの問い合わせ対応のため、２月 15 日より新型コロナウイルス

ワクチン接種に関するコールセンターを設置する。

また、集団接種に向けて課題を抽出するため、２月 17 日に「新型コロ

ナウイルスワクチン集団接種会場課題抽出訓練」を実施する。

本部長：対策本部員の皆様にも出席をお願いする。



（３）その他

本部員：新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市民の健康維持や感染

予防、感染の疑いや感染後の不安や体調不良などについて、心身両面

での相談対応が必要となっていることから、２月 15 日より新型コロナ

健康相談ダイヤルを設置する。

本部長：感染後の体調不良等について市民から不安の声が多く届いているため、

適切に対応すること。

本部員：成人式については、３月７日に４回に分けて実施する。

本部員：卒業式については、感染拡大対策を行いながら、小学校は３月 22 日、

中学校は３月 23 日に実施予定である。

本部員：市内の公園・緑道などにおけるお花見宴会の自粛を促すため、市ホー

ムページでの発信や、看板の設置、職員によるパトロール等により、

啓発を行う。

本部長：感染者数は減少傾向にあるものの、油断することなく引き続き感染対

策を徹底すること。

また、ワクチン集団接種については、人の命に関わる事業であること

から、適切に実施するよう全庁をあげて取り組むこと。

７ 決定事項

・ 新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンターを設置するとと

もに、集団接種に備えて、「新型コロナウイルスワクチン集団接種会場課題

抽出訓練」を実施する。

・ 新型コロナウイルス感染症に関する心身の相談に対応する「新型コロナ健康

相談ダイヤル」を設置する。

・ 市内の公園・緑道などにおけるお花見宴会の自粛を促すため、啓発を実施す

る。


